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(57)【要約】
【課題】光導電型の撮像管における光電変換効率を所望
のレベルまで向上させる上において、より簡易な構成で
かつ低製造コストで製造することが可能な撮像管を提供
する。
【解決手段】電子ビームを出射する電子銃１１と、電子
ビームが走査され、入射される光の像を電気信号に変換
し電荷パターンとして蓄積するための光導電膜１２と、
光導電膜１２の光入射側に形成された波長フィルタ４と
を備え、波長フィルタ４は、基板４１内に形成され、入
射される３００ｎｍ以下の光の波長に応じて励起子が励
起される第１のエネルギー準位を有する第１の量子ドッ
ト４２と、第１の量子ドット４２より大体積で形成され
、第１のエネルギー準位との共鳴に応じて第１の量子ド
ット１２から励起子が注入される第２のエネルギー準位
と、当該第２のエネルギー準位から励起子の遷移が複数
段に亘って生じるように設定された複数段の下位準位と
を有する第２の量子ドット４４とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ビームを出射する電子銃と、
　上記電子ビームが走査され、入射される光の像を内部光電効果に基づいて電気信号に変
換し電荷パターンとして蓄積するための光導電膜と、
　上記光導電膜の光入射側に形成された波長フィルタとを備え、
　上記波長フィルタは、
　導電性の結晶により構成される基板と、
　上記基板内に形成され、入射される３００ｎｍ以下の光の波長に応じて励起子が励起さ
れる第１のエネルギー準位を有する第１の量子ドットと、
　上記基板内に上記第１の量子ドットより大体積で形成され、上記第１のエネルギー準位
との共鳴に応じて上記第１の量子ドットから励起子が注入される第２のエネルギー準位と
、当該第２のエネルギー準位から励起子の遷移が複数段に亘って生じるように設定された
複数段の下位準位とを有する第２の量子ドットとを備え、
　上記第２の量子ドットにおける少なくとも一の準位間は、上記励起子の遷移により放出
される光が上記光導電膜により吸収可能な波長となるようにエネルギー差が設定されてい
ること
　を特徴とする撮像管。
【請求項２】
　上記第１の量子ドットは、Ｘ線領域の光又はＸ線領域の光によって生成される紫外光の
入射に応じて励起子が励起される第１のエネルギー準位を有すること
　を特徴とする請求項１記載の撮像管。
【請求項３】
　上記波長フィルタは、上記第１の量子ドットと、上記第２の量子ドットとの間に形成さ
れた第３の量子ドットとを備え、
　上記第３の量子ドットは、上記第１の量子ドット以上、上記第２の量子ドット以下のサ
イズで構成され、上記第１の量子ドットから上記第２の量子ドットへ注入される励起子を
中継するために、これらと共鳴するエネルギー準位を有するとともに、出力光の波長が光
導電膜により吸収可能な波長となるように少なくとも一の下位準位間のエネルギー差が設
定されていること
　を特徴とする請求項１又は２記載の撮像管。
【請求項４】
　上記光導電膜と上記波長フィルタの間に配設され、直径５０ｎｍ以下のナノ微粒子を含
み、当該ナノ微粒子が、上記光導電膜に対してその直径以下の位置に配置される面板をさ
らに備えること
　を特徴とする１～３のうち何れか１項記載の撮像管。
【請求項５】
　上記ナノ微粒子は、上記入射される光を吸収し、この吸収した入射光に基づいて近接場
光を少なくとも上記光導電膜へ滲出させ、この滲出させた近接場光による近接場光相互作
用に基づいて上記光導電膜における内部光電効果の効率を向上させること
　を特徴とする請求項４記載の撮像管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療あるいは一般産業の分野において、イメージインテンシファイアあるい
はＸ線ビジコン等の代わりに用いられる、Ｘ線撮像管に好適な撮像管に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線撮像管は、入射したＸ線像に対応した電荷像を光導電膜上に形成し、その電荷像を
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電子ビームで走査することによりビデオ信号として取り出すものである。Ｘ線撮像管は、
実時間での観測ができ高い解像度が得られることなどから、半導体ＩＣ等の非破壊検査や
、生体内部の診断、結晶解析、材料分析などに有効であって、産業、計測、学術等の分野
で広く利用されている。
【０００３】
　Ｘ線撮像管では、従来、撮像管ターゲット部の面板として、Ｘ線を透し易い金属ベリリ
ュウム薄板が従来から広く利用されており、また近年は窒化ほう素薄板を用いたＸ線撮像
管も開示されている（例えば、特許文献１参照。）。光導電膜には、一般に酸化鉛、セレ
ンカドミウム、非晶質セレン等の蒸着膜が用いられている。特に非晶質セレンは、高電界
を印加すると内部で電荷のアバランシェ増倍現象が起こることが知られており、この現象
を利用した高感度のＸ線撮像管も提案されている。
【０００４】
　また特許文献２において、Ｘ線像に対応する電荷像が形成されるターゲットを電子銃よ
りの電子ビームの進行方向に向けて凸に湾曲する曲面に形成するとともに、ターゲットに
対してプラス電位のフィールドメッシュを、ターゲットの電子ビーム入射側に接近して設
けたＸ線撮像管が提案されている。
【特許文献１】特願平２－２３０６５８号公報
【特許文献２】特開平７－０９４１１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献２の開示技術では、電子ビームの進行方向に向けて凸
に湾曲する曲面に形成し、これを精度よくセッティングする必要があるところ、製造労力
の負担が増大し、ひいては製造コストが増大してしまうという問題点があった。また、特
許文献１の開示技術では、また所望の感度まで効果的に増強することができないという問
題点があった。そこで、本発明は、Ｘ線を撮像するための撮像管において、量子ドットを
利用して安価でしかもより感度を効果的に増強可能な撮像管を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上述した課題を解決するために、電子ビームが走査され、入射した光の像
を内部光電効果に基づいて電気信号に変換し電荷パターンとして蓄積するための光導電膜
の光入射側に波長フィルタを配設し、この波長フィルタは、入射される３００ｎｍ以下の
光の波長に応じて励起子が励起される第１のエネルギー準位を有する第１の量子ドットと
、基板内に上記第１の量子ドットより大体積で形成され、第１のエネルギー準位との共鳴
に応じて第１の量子ドットから励起子が注入される第２のエネルギー準位と、当該第２の
エネルギー準位から励起子の遷移が複数段に亘って生じるように設定された複数段の下位
準位とを有する第２の量子ドットとを備えることにより、第２の量子ドットは、励起子の
遷移により放出される光が上記光導電膜により吸収可能な波長となるように、その準位間
のエネルギー差が設定されている撮像管を発明した。
【０００７】
　即ち、請求項１記載の撮像管は、電子ビームを出射する電子銃と、上記電子ビームが走
査され、入射される光の像を内部光電効果に基づいて電気信号に変換し電荷パターンとし
て蓄積するための光導電膜と、上記光導電膜の光入射側に形成された波長フィルタとを備
え、上記波長フィルタは、導電性の結晶により構成される基板と、上記基板内に形成され
、入射される３００ｎｍ以下の光の波長に応じて励起子が励起される第１のエネルギー準
位を有する第１の量子ドットと、上記基板内に上記第１の量子ドットより大体積で形成さ
れ、上記第１のエネルギー準位との共鳴に応じて上記第１の量子ドットから励起子が注入
される第２のエネルギー準位と、当該第２のエネルギー準位から励起子の遷移が複数段に
亘って生じるように設定された複数段の下位準位とを有する第２の量子ドットとを備え、
上記第２の量子ドットは、上記励起子の遷移により放出される光が上記光導電膜により吸
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収可能な波長となるように、その準位間のエネルギー差が設定されていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００８】
　上述した構成からなる本発明では、Ｘ線を撮像するための撮像管において、量子ドット
を利用してより感度を効果的に増強可能な撮像管を提供することが可能となる。また本発
明では、部品点数が必要以上に多くなることも無くなり、製造労力の負担を減らし、製造
コストの低下をも図ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、テレビジョンカメラ等に適用される
撮像管に関し、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１０】
　本発明を適用した撮像管１は、例えば図１に示すように、真空管１０内に配設されてな
るとともに電子ビームを出射する電子銃１１と、電子銃１１からの電子ビームが走査され
る内面１２ａ上に走査される光導電膜１２と、被写体像を撮像面としての光導電膜１２上
に結像させるためのレンズ１４と、光導電膜１２から電子銃１１に至るまで、順次接続さ
れている抵抗１８、電源１９と、真空管１０の内面周囲に設けられた偏向コイル１６とを
備えている。また、このレンズ１４における光入射側には波長フィルタ４が配設されてい
る。
【００１１】
　電子銃１１は、図示しないヒータによりカソード３１を加熱して電子ビームを放出する
。この電子銃１１から放出された電子は、偏向コイル１６による磁界により光導電膜１２
における任意の位置に偏向集束されることになる。
【００１２】
　光導電膜１２は、ＳｅやＳｉを主体とする非晶質半導体、或いはＰｂＯ、ＣｄＳ、Ｃｄ
Ｓｅ、ＣｄＴｅ、Ｓｂ２Ｓ３等の光導電性の膜で構成される。この光導電膜１２は、いわ
ゆる光の照射を受けて物質内部の伝導電子を増加させ、ひいては電気伝導率を増加させる
内部光電効果を応用した光導電性の膜で構成されていてもよい。この光導電膜１２は、価
電子帯や不純物準位等にある電子が、入射された光の光子エネルギーを吸収し、伝導帯へ
励起され、伝導電子や正孔を増加させることによる導電性の向上を図ることが可能となる
。即ち、この光導電膜１２は、光の当たらない箇所においては、絶縁体としての傾向を示
し、また光の入射量に応じて抵抗が低くなる傾向を示す。
【００１３】
　このような光導電膜１２に対して電子銃１１から電子ビームを走査することにより、電
源１９、抵抗１８、光導電膜１２、電子ビームという回路が形成される。さらに、この光
導電膜１２には、レンズ１４を介して被写体像が結像されることになる。このため、上述
した内部光電効果による伝導電子や正孔の発生は、光導電膜１２上に写し出される被写体
像に基づくものであり、また被写体像に応じてこの光導電膜１２の抵抗自体が変化するこ
とになる。
【００１４】
　このため、上述した電源１９、抵抗１８、光導電膜１２、電子ビームという回路では、
光導電膜１２上に結像される被写体像による光電変換に基づく電流が流れることになり、
当該回路に流れる電流Ｉと、抵抗１８の抵抗値Ｒとの間で、Ｒ×Ｉの電圧降下が映像信号
として取り出されることになる。
【００１５】
　波長フィルタ４は、図２に示すように、導電性の結晶により構成される基板４１と、こ
の基板４１内に含められている第１の量子ドット４２並びに第２の量子ドット４３とを備
えている。
【００１６】
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　第１の量子ドット４２は、基板４１における光入射側に位置し、また第２の量子ドット
４３は、基板４１における光出射側に位置している。
【００１７】
　基板４１は、ガラスやＮａＣｌ等からなる結晶性基板、その他ＧａＮ、ＧａＡｓ等の材
料やサファイヤ等で構成されている。この基板４１は、光透過性の材料であればいかなる
もので構成されていればよい。
【００１８】
　第１の量子ドット４２、第２の量子ドット４３は、これらは量子箱と呼ばれる立方体状
で構成され、構成する材料系がＧａＮやＺｎＯである場合に、これらは球形或いは円盤形
として構成される。因みに、第１の量子ドット４２と、第２の量子ドット４３とは、互い
に相互作用が生じる程度に近接させて配置されている。
【００１９】
　ここで量子ドット４２、４３におけるエネルギー準位Ｅ（nx,ny,nz）は、粒子の質量を
mとし、また量子ドットの辺長をLとしたときに、以下の式（１）により定義される。
Ｅ（nx,ny,nz）＝h2/8π2m（π/L）2（nx

2+ny
2+nz

2）・・・・・（１）
【００２０】
　なお、本発明では、量子ドットの形状や材質に応じて、この式（１）で定義されるエネ
ルギー準位Ｅ（nx,ny,nz）の式以外に、他の一般的なエネルギー準位の式が適用される場
合もある。
【００２１】
　この式（１）に基づき、各量子ドット４２,４３のＥ（nx,ny,nz）を計算する。ここで
第１の量子ドット４２と、第２の量子ドット４３との辺長比が、およそ１：√２であると
き、図３に示すように、第１の量子ドット４２における第１のエネルギー準位が（１,１,
１）であるときのＥ（１１１）と、第２の量子ドット４３におけるエネルギー準位が（２
,１,１）であるときのＥ（２１１）とが等しくなる。即ち、第１の量子ドット１１におけ
る第１のエネルギー準位（１,１,１）と、第２の量子ドット１２における第２のエネルギ
ー準位（２,１,１）は、それぞれ励起子の励起エネルギー準位が共鳴する関係にある。
【００２２】
　即ち、基板４１内において辺長比が互いに異なる各量子ドット４２,４３を形成させる
ことにより、（１）式に基づく量子準位をほぼ等しくすることができ、これらの間で共鳴
を起こさせることにより、体積の小さい第１の量子ドット４２から体積の大きい第２の量
子ドット４３へ励起子を注入することができる。換言すれば、量子ドット４２、４３間で
体積（サイズ）を互いに異ならせることにより、これらの間で励起子を伝送することがで
き、ひいては共鳴エネルギー移動を実現することができる。
【００２３】
　量子ドットグループ４は、このような共鳴エネルギー移動を利用して、所定の機能を発
現させることができる。
【００２４】
　例えば、第１の量子ドット４２の量子準位（１,１,１）と、第２の量子ドット４３にお
ける量子準位（２,１,１）は、それぞれ励起子の励起エネルギー準位が共鳴する関係にあ
るが、実際これらの間で共鳴を起こさせるためには、第１の量子ドット４２における量子
準位（１,１,１）に対応する周波数ω１の光Ａを供給することにより、かかる量子準位へ
励起子を励起させることができる。
【００２５】
　また、上述した共鳴が生じる場合に、第１の量子ドット４２に存在する量子準位（１,
１,１）に存在する励起子が、第２の量子ドット４３における量子準位（２,１,１）へ移
動し、また第２の量子ドット４２の量子準位（２,１,１）に存在する励起子が、第１の量
子ドット４３における量子準位（１,１,１）へ移動するが、量子ドット１１,１２間にお
いて励起子がコヒーレントに結合して、見かけ上１つの励起モードが形成される。
【００２６】
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　即ち、本発明では、辺長比がそれぞれ１：√２である各量子ドット４２、４３を基板４
１内に含めることにより、状態密度関数がほぼ等しくなる量子準位を作り出すことができ
、これらの間で共鳴効果を起こさせることにより、第２の量子ドット４３の量子準位（２
,１,１）に励起子を注入することができる。この注入された励起子は、第２の量子ドット
４３の下位準位４３ａへ遷移する。この遷移する過程において出力光ｐが放出されること
になる。
【００２７】
　また第２の量子ドット４３における下位準位４３ａへ励起子を遷移させることにより、
その下位準位４３ａにおける励起子の密度を、それよりも更に下位にある下位準位４３ｂ
よりも高めることができ、これら２つの下位準位４３ａ、４３ｂ間で見かけ上反転分布を
生成することかできる。この生成された反転分布に応じて励起子が基底準位へ遷移するこ
とにより出力光ｑが放出されることになる。
【００２８】
　ちなみに、この第２の量子ドット４３から放出される出力光ｐの波長は、第２の量子ド
ット４３における量子準位（２,１,１）と下位準位４３ａ間のエネルギー差に依存する。
また、この第２の量子ドット４３から放出される出力光ｑの波長は、第２の量子ドット４
３における下位準位４３ａと下位準位４３ｂ間のエネルギー差に依存する。
【００２９】
　このため、これらのエネルギー差をいかに設定するかにより、出力光ｐ、ｑの波長が変
わってくる。この出力光ｐ、ｑは、そのまま波長フィルタ４を出射し、光導電膜１２へと
入射される。光導電膜１２により吸収可能な波長となるように、これら準位間のエネルギ
ー差を設定しておくことにより、この波長フィルタ４から出射する光を、光導電膜１２の
吸収感度に適合した波長に調整することが可能となる。
【００３０】
　また、本発明では、光Ａにおける１光子を、出力光ｐの１光子、出力光ｑの１光子の合
計２光子に変換することが可能となる。即ち、この波長フィルタ４に入射光を通過させる
ことにより、波長変換に加えて光子数を増倍させてこれを出射させることが可能となるこ
とから、光電変換効率をより向上させることが可能となる。
【００３１】
　なお、上述した実施の形態において、第１の量子ドット４２は、入射される３００ｎｍ
以下の光Ａの波長に応じて励起子が励起されることを前提にしている。仮に光Ａが３００
ｎｍである場合に、第１の量子ドット４２と第２の量子ドット４３とのサイズ比を１：√
２とし、更に放出される出力光ｐ、ｑの波長が６００ｎｍとなるように準位間のエネルギ
ー差を設定し、１光子の入射光Ａを２光子の出力光ｐ、ｑへと変換している。
【００３２】
　しかし、これに限定されるものではなく、第１の量子ドット４２における第１のエネル
ギー準位（上述した量子準位（１,１,１）に相当）は、Ｘ線領域の光又はＸ線領域の光に
よって生成される紫外光の入射に応じて励起子が励起されるものであってもよい。かかる
場合においても同様に、出力側の第２の量子ドット４３において、この第１の量子ドット
４２における第１のエネルギー準位と共鳴準位を持つ第２のエネルギー準位を持つように
、サイズを調整しておく。そして、この第２の量子ドット４３は、励起子の遷移により放
出される光が光導電膜１２により吸収可能な波長となるように、第２のエネルギー準位と
下位準位４３ａ間、又は下位準位４３ａと下位準位４３ｂ間のエネルギー差が設定されて
いる。
【００３３】
　これにより、撮像管１をＸ線を撮像するためのＸ線撮像管として適用する場合において
も同様に、波長フィルタ４から出射する光を、光導電膜１２の吸収感度に適合した波長に
調整することが可能となり、光子数を増倍させることにより光電変換効率向上の利点があ
る。
【００３４】
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　特に本発明においては、このような量子ドット４２、４３を含めた基板４１からなる波
長フィルタ４を準備し、これをレンズ１４における光入射側に配設するのみで上述した機
能を発揮させることが可能となることから、部品点数が必要以上に多くなることも無くな
り、製造労力の負担を減らし、製造コストの低下をも図ることが可能となる。
【００３５】
　なお本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、第２の量子ドット４３
における少なくとも一の準位間が、光導電膜１２により吸収可能な波長となるようにエネ
ルギー差が設定されていればよく、全ての準位間がかかる波長に対応したエネルギー差と
されている点は必須とはならない。
【００３６】
　図４は、本発明の他の実施の形態を示している。この例では、波長フィルタ４において
、第１の量子ドット４２と、第２の量子ドット４３との間に第３の量子ドット４４を形成
している。第３の量子ドット４４は、第１の量子ドット４２以上、第２の量子ドット４３
以下のサイズで構成され、第１の量子ドット４２から第２の量子ドット４３へ注入される
励起子を中継するために、これらと共鳴するエネルギー準位を有する。
【００３７】
　特にＸ線領域の光又はＸ線領域の光によって生成される紫外光の波長と、光導電膜１２
による吸収可能波長との間で大きな格差がある場合には、このように励起子を中継するた
めの第３の量子ドット４４を形成させることが有効となる。ちなみに、図４の例では、こ
の第３の量子ドット４４を、大きい方から順に量子ドット４４ａ、量子ドット４４ｂの２
段階で構成される場合について示したが、これに限定されるものではなく、１段階以上で
構成されていれば何段階であってもよい。
【００３８】
　また、これら量子ドット４４ａ、４４ｂは、共鳴準位を介して励起子を移動させる役割
を担うとともに、自身に搬送されてきた励起子を自身の下位準位へ放出させることにより
、出力光ｗを放出させることが可能となる。特にこれら量子ドット４４において、出力光
ｗの波長が光導電膜１２により吸収可能な波長となるように下位準位間のエネルギー差を
設定しておくことにより、この波長フィルタ４から出射する光を、光導電膜１２の吸収感
度に適合した波長に調整することが可能となる。また、これら量子ドット４４から放出さ
れる出力光ｗにより光子数を向上させることが可能となることから、光電変換効率をより
向上させることが可能となる。
【００３９】
　また図５は、１光子からなる入射光Ａを、３光子以上の出力光に変換する場合の例を示
している。励起子が下位準位４３ｂから更に下位にある下位準位４３ｃに遷移する際にお
いて、出力光ｒが放出されることになる。その結果、この出力光ｒによって更に１光子分
増えることになる。このように、この波長フィルタ４を通過させることにより、１光子か
ら複数光子へと変換することが可能となる。
【００４０】
　なお本発明は、図６に示すように、光導電膜１２の光入射側において面板１３を貼着す
るようにしてもよい。面板１３は、ナノ微粒子が含まれている。面板１３は、光透過性の
材料で構成され、例えばガラスやＮａＣｌ等からなる結晶性基板、その他ＧａＮ、ＧａＡ
ｓ等の材料やサファイヤ等で構成されている。この基板４１は、光透過性の材料であれば
いかなるもので構成されていればよい。図７は、光導電膜１２と、面板１３との間の界面
近傍の拡大図を示している。面板１３内に含まれているナノ微粒子２１は、直径５０ｎｍ
以下のナノオーダのサイズで構成されている。このナノ微粒子２１は、例えば、Ａｕ、Ａ
ｇ、Ａｌ、Ｐｔ等の金属、或いはＺｎＯ、ＧａＡｓ、ＩｎＧａＡｓ等の半導体で構成され
ている。ちなみに、このナノ微粒子２１の配置位置は、光導電膜１２における外面１２ｂ
からの距離をＸ１としたとき、このＸ１がナノ微粒子２１の直径以下にあることが必須と
なる。
【００４１】
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　このような構成からなる撮像管１において被写体像に基づく光が照射されると、先ず面
板１３内を通過することになる。そして、この面板１３内に含まれているナノ微粒子２１
に光が到達すると、このナノ微粒子２１によって吸収される。そして、ナノ微粒子２１に
吸収された光に基づいて、当該ナノ微粒子２１から光導電膜１２に向けて近接場光が滲出
することになる。
【００４２】
　ナノ微粒子２１は、上述したように直径５０ｎｍ以下のナノオーダで構成されており、
しかも光導電膜１２における外面１２ｂからの距離Ｘ１は、かかるナノ微粒子２１の直径
５０ｎｍ以下である。このため、ナノ微粒子２１から光導電膜１２に至るまでの間隔は、
ほぼ回折限界以下のサイズで構成されている。
【００４３】
　このため、ナノ微粒子２１から滲出する近接場光は、この回折限界以下の距離をおいて
位置する光導電膜１２に到達し、また光導電膜１２に接触することになる。その結果、こ
の滲出させた近接場光による近接場光相互作用に基づいて光導電膜１２における内部光電
効果の効率を向上させることが可能となる。
【００４４】
　仮にナノ微粒子２１が存在していない場合には、被写体像からの光はこの面板１３をそ
のまま通過して光導電膜１２へと入射されることになるが、ナノ微粒子２１を面板１３に
含めた本発明では、被写体像からの光を吸い上げて、これを近接場光として滲出させるプ
ロセスを通じて、当該光をピコ秒～ナノ秒のレベルであっても、ナノ微粒子２１に留まら
せることが可能となる。その結果、光（近接場光）と光導電膜１２との間での近接場光相
互作用の作用時間を増大させることが可能となる。そして、この近接場光相互作用の作用
時間を増大させることができれば、光導電膜１２における光電変換効率を向上させ、所望
の感度まで上げることが可能となる。
【００４５】
　特に本発明では、ナノ微粒子２１を含ませた面板１３を光導電膜１２に貼着するのみで
上述した機能を発揮させることが可能となることから、部品点数が必要以上に多くなるこ
とも無くなり、製造労力の負担を減らし、製造コストの低下をも図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明を適用した撮像管の構成図である。
【図２】波長フィルタの詳細な構成例を示す図である。
【図３】量子ドット間における量子準位について説明するための図である。
【図４】第１の量子ドット、第２の量子ドット間において更に第３の量子ドットを配設す
る例を示す図である。
【図５】１光子からなる入射光Ａを、３光子以上の出力光に変換する場合の例を示す図で
ある。
【図６】光導電膜の光入射側において面板を貼着する例を示す図である。
【図７】光導電膜と、基板との間の界面近傍の拡大図である。
【符号の説明】
【００４７】
１　撮像管
４　波長フィルタ
１０　真空管
１１　電子銃
１２　光導電膜
１３　面板
１４　レンズ
１６　偏向コイル
１８　抵抗
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１９　電源
２１　ナノ微粒子
３１　カソード
４１　基板
４２　第１の量子ドット
４３　第２の量子ドット
４４　第３の量子ドット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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